
令和元年１０月１日現在 
（大野城市水道事業給水条例(令和元年条例第１3号)より） 

 

給水装置工事申込時納付金等 

 

1.  審査・検査手数料(給水条例２７条、別表２) 

  親メーター１世帯又は１戸につき         １，３００円 

   (設計審査手数料３００円＋竣工検査手数料１，０００円) 

 

2.  道路占用申請手数料(給水条例２７条、別表２) 

  国・県道掘削１件につき               １６，６００円 

 

3.  加入金(給水条例２８条)               (消費税を含む) 

メーターの口径 １戸（区画）あたりの加入金の額 

１３㎜ ２２０，０００円 

２０㎜ ６１６，０００円 

２５㎜ ９９０，０００円 

４０㎜ ２，９７０，０００円 

５０㎜ ４，５６５，０００円 

７５㎜ １１，０１１，０００円 

 
【計算例】 
※集合住宅で１５戸（各戸のメーターの口径が１３㎜の場合） 
  ２２０，０００円 × １５戸 ＝ ３，３００，０００円 
   

※営業施設等の場合は、１日計画最大使用水量に相当する戸(区
画)数(φ13 ㎜準拠)により計算。 

   

 

4.  工事(一時)用水道料金 

※ 竣工時に期間及び使用水量に基づき前受金から精算。 

 戸建住宅および１０戸未満の共同住宅、並びに１日の計画使用水量が１１㎥未満

の建物の建築  :   ４０，０００円（前受金として） 

１０戸以上の共同住宅建築および１日の計画使用水量が１１㎥以上の建物の建築 

        :  １００，０００円（前受金として） 

【計算方法(給水条例２２条、別表１)】 

基本料金 :  １カ月、５㎥まで    ３，５６４円(消費税を含む) 

超過料金:   １㎥当たり              ５５０円(消費税を含む)  


